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　現在の社会は広い視野が求められ、人の尊さや環境保全を追求した国際化、情報化の時代となって

います。それだけに、こころの教育が重要視されます。

　小学校低学年では、その基礎となる基本的生活習慣である「しつけ」こそが大事なものとなりま

す。

■気を付けましょう　こんなしつけ

　「こんどだけよ」　………　甘えや妥協のしつけ

　「△△さんはこうよ」　……　比較するしつけ

　「もう、もうなにもしてあげないよ」　……　おどしのしつけ

　「言いつけるから」　……ほかに頼るしつけ

　子どもを注意することは簡単ではありません、しかし、ちょっとした心がけでその行動は変化して

くるといいます。

　しつけのポイントは認め、励ますこと、さらには一貫性があることが重要です。お子さんに合わせ

た、感情的でない的確なしつけをするようにこころがけていきましょう。

（参考：「家庭教育のてびき」）

 これからの家庭教育  円円円円円円円円円円円 的確な“しつけ”を！

　付加保険料額

　　月額⇒400円

　付加年金額

　　年額⇒200円×納付月額

 年 金 あ れ こ れ  円円円円円円円円円円円円円 国民年金付加年金制度をご存じですか

◆付加年金制度とは

　国民年金基金に加入していない第１号被保険者及び任意

加入被保険者が月々の定額保険料に付加保険料を納付する

ことで、老齢基礎年金の年金額に付加年金を上乗せして受

けとることができます。

　また、国民年金保険料と同じく全額が社会保険料控除の

対象となります。

付加年金納付額と受け取り額早見表　　　　　　　　　　

◆後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）をご利用ください

　国民年金保険料を納め忘れたまま２年を超えると保険料を納めることができませんでしたが、平

成24年10月から平成27年９月までの３年間に限り、過去10年分まで納めることができる制度です。

　後納制度を利用することで、将来の年金額を増やしたり、納付期間が不足して年金を受給できな

かったかたが年金受給資格を得られる場合があります。

※付加保険料の納付手続き、後納制度については、役場お客さま窓口係または最寄りの年金事務所

にお問い合わせください。

これで将来も安心！！保険料は忘れずに納めましょう

２年間で受け取る付加年金額付加年金受給額（年額）付加年金加入年数と保険料納付額

4,800円(200円 × 12月）　 2,400円⇒１年（400円 × 12月）　　4,800円⇒

48,000円(200円 × 120月）24,000円⇒10年（400円 × 120月）　48,000円⇒

96,000円(200円 × 240月）48,000円⇒20年（400円 × 240月）　96,000円⇒

144,000円(200円 × 360月）72,000円⇒30年（400円 × 360月）144,000円⇒

192,000円(200円 × 480月）96,000円⇒40年（400円 × 480月）192,000円⇒

 ２年間で納めた 

保険料と同額に

なり、その後は

お得です！
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